
「経験 の第二 の類 推」

につ いての覚書

美 濃 正

ヒュ ームは 「人性 論 』にお い て、一般 因果 律 「す べ ての 出来事 は 原 因 を もつ」 が分 析 的命 題 で

は な い こ とを明 らか に し、 した が って、 この原 理 の論理 的基 礎 は経 験 の うちに求 め られ ね ば な らな囚 と

主張 した(Treatise,1.3.3.)。 ヒ ュー ムの この よ うな因果 律 に 対す る批 判 こそ 、 カソ トを 「は じめて

独断 の 眠 りか ら 目ざめ させ た 」(Prolegomena・ 序 言.Ph.:B・S・6)も の であ った。 しか し、 カ ン トは

ヒュー ムの 「結 論 に関 して は と うて 仏彼 に聴 従 し得 な か った 」(ebdS.7)。 カ ン トの ヒュー ムに対

する輔 硲 は、「純粋理蹴 判 」(%「(経 験の)第 二の類推」と題され嫡 所(A、89-2、 、_

B232-256)に 見 出 され る』 カ ン・トは そ こで 、一 般因 果律 の先天 的 客観 的妥 当性 の証 明 を試 みて い る

ので あ る。

したが って、 「批 判 」の この箇 所 の重要 性 は 明 白で あ る6し か しそ れ に もか かわ らず 、そ こで の カ ソ

トの議論 は、解 釈 上 むつ か しい点 を含 んでお り、 カン ト研 究 者 の 間 で も意 見 が一 致 して い る とは言 い難

い(2).特 畷 近 ス ト_ソ ソが その カ ソ ト研 究書 に紳 て、 カ ン トの論 諏 手 厳 しい批 判 を加 え て(3)以

来、英 語 圏 の カ ソ ト研 究 者達 を中心 ど して、 「第 二 の類 推 」の解釈 をめ ぐって、数 多 くの著 作 あ るい は

論 文 にお け る言 及が な され て きた(文 献参 照)。 小論 は これ らの諸 研 究 の一 部 を参考 に しつつ、 「第二

の類 推 」にお げ る カソ トの議論 につ いて一 つ の解 釈 を示 す こ と、 お よびそ れを 通 して カン トの認 識論 の

一 般的 性格 につ いて
、一 つ の見通 しをつ け る ことをめ ざす もの であ る。

a)「 第 二の類 推 」の節 は一 般 因果 律 の証 明 のた あ の複 数 の議 論 を含 ん で い る、 とす る解 釈 が しぱ しば

(4)行 なわ れ
てい る 。 し か し、 この解釈 は 「各 々の超 越論 的 命題 」に対 しては 、 「そ の証 明根拠 は ただ一

つ しか あ り得 な い 」どい うカ ン トの言 明(A787-788=B815-816)に 、必 ず し も適 合 しな い。確

/Ja「 第二の難 」の節臨 ける疲 ゆ 論述は・因果敏 ついての一個の整然とした証明とはみなし

難 い が 、同 じ一 つ の証 明 の様 々な角 度 か らの、 した がっ て反復 を含 む記述 と考 え る こ とが で きる。 そ れ

ゆえ 、 カン トの議 論 は解 釈者 に よる再構 成 、 あ るいは 少 くと も整 理 を必要 どしてい る と言 え る。適 切 な

再 構 成 あ るいは 整理 をな した な らぱ、 「第 二 の類 推 」の節 が た だ一 つの 、 しか も論理 的 に 整合 的 な一 般

因果 律 の証 明 を含 む こ とが 示 され得 る、 とい うの が筆 者 の考 え で ある。 そ の よ うな再 構 成 の筆 者 な りの

試 み を、 以下 に さっそ く示 ず こ とにす る。

(5)b)ガ
ソ トに よる「一般 因果律 の証 明は 、一 言 で いえは 、幽「客観 的 継起 の経 験(的 認 識)が 可 能 で ある 」

こ とか ら出発 して(vgLB233,A189=B234,A191-192=B236-237)因 果 律 の普遍 的妥 当性

を論 証 す る もので あ る。 しか し、 カ ン トが論 駁 しよ うとす る ヒz一 ムの よ うな懐 疑論 者 は 、 ま さに客 観

的対 象 につ いて の経 験(的 認識)そ の もの の可能 性 を疑 が った ので あ る。 それ で は、 カン トの証 明は そ

の 目的(懐 疑論 者 の論 駁)に 照 して、 不 当 な前 提 か ら出発 して い るの で あろ うか 。そ うでは ない 。客 観
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的 継起 の経 験 の可能 性 とい う前 提 は、所 謂 「カテ ゴ リーの超 越論 的 演繹 」の帰 結 で ある。 この こ とをま

ず明 らか に し ょう。(便 宜上:B版 にお け る 「超越論 的 演繹.」にの み依拠 す る こ とにす る。)

「超 越論 的 演繹 」は デ カル ト的 ρogit?が 他 の 「す べ て の表 象 に伴 な い得 ね ぱな らな い 」(B131

-132)と い う命 題 か ら出発 して
、 この よ うな 自己意識 が客 観(=対 象)の 意識 を含 意 す る こ とを、

まず 明 らか に しよ うと してい る、 と解 され る(vgl.:B131-136)。 「私 はPと 考 え る 」は、 直接 不

可疑 な思惟 の経験 を表 現 して い る。 この経験 は そ れ 自体 では、 「私 」の主観 と しての 、況 んや実 体 とし

ての 自己 同一 性 を示 す わけ では な い。 しか し、思惟 さ れ得 るい かな る表 象Pに つ いて 庵、 この よ うな経

験 は 可能 でな げ れば な らな い であ ろ う。 これは、純 粋 思惟 としての 「私 」の表 象 がす べ てのPに 伴 ない

得 なけ れば な らな い こ とを意 味す る、 と カン トは考 え た。 した が って、思 惟 の直 接的 経 験 は、丁 私 」の ・

主 観 と して の 自己 同一性 を示 す こ とに な る。 しか し、 カン トの更 に独 自な点 は、 この ような 自己意 識 が

「[与 え られ た 直観 〕表 象 の総合 を意 識 す る こ とに ょって 」'(B133)、 は じめて生 じ得 る こ とを明

らかに した点 に あ る。 これ は主 観 の 自己意 識 が主 観 と区別 され る客観 の意 識 を前提 して のみ、可 能で あ
の 　 　 の 　 　 　 ロ 　

る ことを意味 す る。 な ぜな ら、客 観 とは 意識 に とっての客 観 で あ る限 りにお い て、 「そ の概念 におい て
ロ ロ ロ ら くコ

与 え られ た直 観 の多様 が結 合 されてい る ところの もの 」(B137)に 他 な らな いか らで あ る。
　 の り 　 む

次 に カン トが 示 して い るのは 、 この よ うな意味 での客 観 がす べて判 断 の客 観 一す な わ ちそれ につ いて

様 々の述定 が な され る ところ の もので あ る。 とい うこ とであ る(vgLB140-142)。 カ ン トに 、判

断 とは単 に主語 概念 と述 語概 念「との結合 の表 象 で あ るに止 ま らず、,.これ らの概念(の 表 わ す性質)の 客
り 　 　 　 　

観 にお け る結 合 の言 明 だ、 と考 え るの で ある。 それ ゆ え に こそ判 断 につ い て真偽 を問 うこ とがで きるの

で あ る。、しか し(意 識 に とって の・)客観 がすべ て判 断 の客 観 である とい う・こ とは、'まさ にす べて の客観

が判 断 の論 理的機 能 の一 つに関 して限定 され得 ねば な らない こ と、 つ'まりはす べて の客 観 に対 して,カテ

ゴ リーが妥 当す るこ とを意味 す るの であ る(vgLBI43)。

この よ うに して、 「直観一 般 の対 象 」(B159)に 対す る カテ ゴ リー の客 観 的妥 当性 が証明 され るの
　 コ 　 　 コ 　 　 　

であ るが、 カン トは ここ 一までは未 だ、限 定 された一 個 の直 観 を通 しての み客観 が与,えられ 得 る こ とを(
　 　 　 　 の

vgLB154iAl9=R33)、 強調 しては 吟 ない。 しか し、 この こ とは ヵテ ゴ リーが われ わ れ の感性 的

直観 の 対象 に対、してい か に妥当 す る かを示 す上 で、 決定 的 に重要 とな る(vgl・6B159一 一16・1,、B144-

B・146)。 なぜ な ら、 そ'れは 「 カテ ゴ リー に従 が う多 様 の客観 的統 一 が思惟 の統一(統 覚)だ け で な く、

(6)直観 の統一 と も相 互 に含意 し合 う 」こ とを
、意 味 す るか らであ る 。 とこ ろで、 「超越論 的感性 論 」に

よって 、 われ われ の直 観 の形式 で あ る空間 ・時 間 が無 限連続 体 とい う一 個 の(先 天 的)直 観 として一与え.

られ てい る ◎ とが 、既 に 示 され てい る。 それ ゆ え、 この 「形 式 的 直観 」(B160Anm.、)の 成 立 が、 わ・
り 　 　 　

れわ れの 直観「の対 象 に対 す る カテ ゴ リーの妥 当性 を、 説 明 して くれ るの で ある。

以上 が 「超越 論 的演 繹 」の議論 の要点 であ るが 、注意 すべ きは、 この議論 が思惟 の直接 的経験(「 私
　 　 　 　 　 　 　 　

はPと 考 え る 」)か ら出発 して、 そ の必 要 条件 と して最 終 的 には 、時 空 中に存 在 す る客 観 の意 識 を結論

づけ てい る と解 し得 る こ とであ る。 つ'まり、議 論 の 出発点 は ヒュー ムの よ うな懐疑論 者 も(デ カル トに

難 って)承 認 す るで あろ う命題 であ り、 結 論 は上 に問 題 に した 「第 こ の類 推 」の証 明 の第一 の前提 を含

意 す る命題 で ある。 した が って、 「客 観的継 起 の経 験 が 可能 であ る 」とい う前 提 は、決 して不 当 に立 て

られ てい る わけ では:ないの で ある。.
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c)「 第 二 の類 推 」の議論 につ い ての検討 を更 に進 め る前 に、b)・ との 関連 で、一丁 超 越 論 的 演 繹 」 と

「経 験 の類 推 」・の諸 議論 の関 係 につ い て、手 短 に考察 を加 えてお ぎた い。.とい うのは、 上 に 見た よ うに、

「超 越 論 的演 繹 」にお い て ガ テ ゴ リー の先天 的妥 当性(し たが って ま た、1非数学 的 な先 天 的総 合判 断 の

可能 性)は-、.既 に証 明 されて い るか らで あ る。 そ れで は、 「経 験 の類 推 」を 含 む所 謂 「原 則論 」にお け

る諸 純粋 悟 原 則 の証 明は 、何 を 目的 とす る もの で あ るのだ ろ うか。

「原 則 の分析論 」にお い て カ ン トは、 カテ ゴ リーが具 体的 に どの よ う』な仕 方 で現 象 に適 用 され得 るか

をk説 明 す る とい う課 題 に取 り組 ん だ(vg1.Aユ37=:B176ff .)。この課題 を カ ン トは、 周知 の と知 り、

所謂 「図式 論 」に:お〉)て「純粋 悟 性 の図 式性Schemati.smus」(Al40=B1:79):の 理論 を立 て る こ-

とに よっ て果 ぞ うと して い る。 しか し 、 この理 論 は 「図 式論 」にお い ては～ いわ は一 つ の仮 説 と して提 .

起されているにすぎ伽 とみなし得る。したがって、 「原則謝 臨 いてこの理論を正当化する必要が

あった の であ る。上 の 問い に対 しては、 この よ うに答 え る こ とが で き よ う。、・ ド

しか し、 この正 当化 は どの よ うに して果 され得 るので あ ろ うか。 そ れは ～ ガ シ トが示 してい る純粋 悟

性 の諸 図式 が、'まさに判 断 表 か ら得 られ た カテ ゴ リーの感 性へ の 適用 態 に他 な らない こ とを、 示 す こ と

に よって であ ろ う。Cこ の こ と こそ 「図式論 」が 立 てた仮 説 的理論 で ある6一.・)それ・で は、』この こ,とは ど

の よ うに して示 され るの か。 一 ・ 、t'/1;一:、
　 　 り の 　

b)∴ で示 した 「カテ ゴ、リーκ 従 が う客 観 の統 一 と直 観 の統一 とは相 互 に含 意 し合 う⊥とい う命 題(P1

48参 照)の 意 味 魚.eこ で今少 し詳 レ く考 え る必要 が ある・。 た だ し、・カッ トは 「直 観 の統 一 」と して、
　 　 　 　 　

す べて の表 象 の 「総 括 」で あ る内 感 の形式 す な わ ち時 間 の統rだ け を考慮 して い るか ら(vgl..A155

=D194,A177=B220)、 われ わ れ も同様 に考 え れは よい
。 まず時 間 の統一一一L・とい うこ とに ょ'って カン

トが考 えて い るの は、 あ らゆ る可能 的経 験 の対 象 が唯一 の絶対 時 間-におい で 一定 の位 置 を 占め なげ れ ば

(7)な らrない と
.いうこ と、 す なわ ち現 象 の 「汎 通的 必 然的 時 間限定 」(A217=B264) の こ'とと解 され

る(vgl.A199-200=B244-245)。 した が って、上 の命 題 は 「・カ:テゴ リー一'O.客観 的妥 当性 に よっ

てのみ 、現 象 の汎通 的 先天 的時 間限 定 が可 能 とな り、'またそ の逆 で もあ る 」どい う・』ごと を意 味 してい る。

以 上 の考察 か らい先 の問 い に対す る答 は容易 に見 出 されゐ で あろ う・。1ずなわち 純粋 悟性 の諸 図式 が カ
　 　 　 　 コ 　 　 　

テ ゴ リ"の 適 用 態 に他 な らない こ とを示す た め にな され るべ きこ とは、 これ らの図式 に よって の み現 象

の汎 通 的 先 天 的 時 間 限 定 が可能 で あ る こ とを示 す こ とで あ る。 なぜ な ら、上 に示 し た命 題 に よって、'∫
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

カテ ゴ リ「・に よづ-てのみ この よ うな時 間限 定 が可能 であ る こ とは 、既 に確 立 されてい るか らで あ る。 し

か し、 これ らの こ とは、 元 来、経 験(的 時 間限定)が 可 能 で あ るため の必 要条 件 として考 え られて い る

のた か ら(v・gl .A158=B197)、 結 局 示 され るべ きこ.とは、.「純粋 悟性 の諸 図式 に よって のみ、現

象 の 経 験的 時間 限定 が可能 にな る 」とい うこ とで ある。

d)b)齢 よびc)で 論 じた こ とか ら、 「第 二 の類 推 」の節 が 「い かに して 客観 的継 起 の経験 、 つ ま り現 象

の継 起 とい う-時間的 関 係 の経 験 的限 定 は可能 か 」とい う問 題 に関 わ っ てNる 』ことはぺ 明 白 で あろ う
。 そ

して噛 カ ン トは この問題 に対 す る可能 な解 答 を順 次枚 挙 し、 その各 々 を検 討 して ゆ 如とい ケ仕方 で
、論

を進 め て い る もの とみ る こ とがで きる。

・'第一 に、仮・にわ れわ れが現 象 そ の ものの経 験 と同時 に、 そ の絶 対時 間上 の位 置 を も経 験 し得 る と した

5._;-客観的継 起 の経験 は 余 りに も容 易 に得 られ る ご どで あろ う。 しが し勿論 ぐ そ の よ うな こ とは あ り得
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な い。絶 対 時間(現 象相 互 の時 間的 関 係 では な く)は 、色 や音 の よ うな可 感的性 質 で は な く、 したが っ

(g)て経 験 の対 象 では あ り得 な
い ので あ る 。 カ ン トは この こ とを 「時 間 そ の ものは知 覚 さ れ得 ない 」(B

233,v_g1.A192=B237)と 言N表 わ してい る。 とす るな らは、 わ れわ れは現 象 と絶 対時 間 と の関 係

で は な く、現 象 相互 の相 対 的関 係 ど して継 起 を経 験 す るほ か には、 可能 性 は考 え られ ない こ とに な る。

e)そ こで 、 カン トは 次 に現 象 相互 の 関係 と して の継起 を、 「知覚 」す る可能性 につ いて考 えて い る。

た だ し ここで 「知覚 」とい うのは、 全 くカ ン ト独 自の意 味 の もの で あ る。(そ れ ゆえ 、 この意 味 で この

語 を用 い る場 合 に は、常 に 「 」『をつ ける こ とに す る。)す なわ ち、 そ れは た とえはB234に お い て 「単

な る知覚 」と呼 ば れ てい る もので あ り、単 な る 「感 覚 に伴 なわ れた 表象 」(B147)で あ って、 「知覚

(9)的経験 」と
い う含意 を全 ぐもた な い 。

カン トは現 象 の客 観 的継 起 の 「知 覚 」可能 性 を強 く否 定 す る。 これ は、彼 が 「現 象 の多様 の覚知 は 常

に継 時的 で ある 」(A189=B234)と 考 え る こ とに依 る。 つ ま り、任 意 の二 つ の現 象(た とえばA、
　 　 　 　 ロ 　 　

Bと す る)は 、各 々別個 に順 次 「知 覚 」されね ば な らず、A、Bの 継 起(あ るいは 同時 存在)が 、・み か

け の現在 にお け る}個 の 「知 覚 」表 象 にお いて 、把 え られ るこ とは不可 能 で あ る、 と カ ン トは考 え るの ー

⑩
。 そ れゆ え、 「覚知 」(多 様 な諸 「知 覚 」表 象の 「通 観Synopsis」(A99))は 、 常 に表象で あ る

の継 時的 系列 を一与え るだけ で あ り、 この表 象系列 が客観 的継 起 に対応 す る の か、一そ れ とも客 観 的 同時存

在 に対応 す るのか を教 え て億 くれ ない。 つ ま り「覚 知 」は表 象 の継 起 は生 み 出す が、継起 の表 象 を与 え

るこ とはな い ので あ る。 そ れ ど ころか、 覚知 の表 象 の ど・の集 合 が、一 個 の客 観的 現 象 に対 応 ず るのか さ

え も分 らな い ので あ る6そ れ は 「常 に一 様 」(A194=:B239)で あ るがゆ え に、 全 く「不定 」(・A193

=B238)で 「任意 的 」:(ebdL)な ので ある。

多 くの 註釈 家 が 、 「覚 知 は常 に継 時的 で あ る 」とい うカ ソ トの考 え に難点 を認 めつつ 、 「第二 の類 推 」

⑪の論 証 を この前 提に 依拠 させ ねは な らぬ理 由は な
い 、 とい う見 方 を示 して い る 。 た とえば メル ニ クは

次 の よ うに論 じて いる 。 た とえ客 観 的継起 の 「知 覚 」可 能性 を認 め た として も、 そ の よ うな 「知 覚 」は

或 る特殊 な場 合 にお い で現 象 の相対 的時 間関 係 を知 らせ るだけ で、 それ らの現 象 の時 間 上 の位置 を決 定

す るに は至 らない』,どい うのは 、現 象 の時 間 的位 置 の決定 に『は現 象相 互 の汎通 的 時 間限定 の概 念 が前 提

さ れて お らねぱ な らな いが、後 者は 「知 覚 」だけ を根 拠 と して は成立 し得 ない かち で あ る6-

しか し、 一 つ の場 合 に澄 いて 客観 的継 起(あ るい は 同時存 在)の 「知 覚 」可能 性 を認 め るな らぱ 、・他
　 　 　 　 　

の あ らゆ る場 合 に も原理 的 には 同 じ可能性 が、,認め られ ねば な らな い ので はな い かbそ して、 このこ と
　 　 　

は 「知覚 」だ け を根拠 と,して、【現 象 の時 間的 位置 の決定 を行 な う原理 的 可能性 の承認 につ なが るの では

ない か。 この よ うな点 か ら言 って も、 「覚知 は常 に継 時 的 で あ る 」とい う前 提(現 象 の時 間 的 関係 の ・

「知 覚 」可能 性 の否定)は 、 「第 二 の類 推 」の証 明 に とって本質 的 で あ る と考 え られ るの であ る。

f)次 に、 い よい ・よ以上 の諸 前提 に基 づい て一般 因 果律 の妥 当性 を論 証 す る1「 第二 の類 推 」におけ る

中心 的 な議論 を、検 討す るこ と,にす る。 この議 論 は実 際 は かな り錯 綜 した もの で あるが 、そ の第一 の要

点 は、結 局 次 の こ とに帰 着す るの では ない か と考 え られ る。

e)に 知 いて 見た よ うに、ヒカ ソ トは 「知覚 」に よって は、 現象 の相 対 的時 間関 係 さえ知 られ得 な い と考

え てい る。 これは いい かえ れぱ、 「知 覚 」のい かに長 い系 列 が生 じよ う とも、 そ れに よっては 、(現 象
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としての)事 物のいわばモナ ド的な性質以上のことは、知 られ得ないということである(1㍗そうすると、

物のモナ ド釣状態め相対的時間関係を経験的に限定するためには、このような関係についての推論規則

が必要であることになるが、現にわれわれは現象相互の時間的関係を限定する、つまり客観的継起ある

いは同時存在を経験することができる(b)を 参照)。 したがって、現象の相対的時聞関係についての

推論を可能にするような何 らかの規則(つ まりは広い意味での個別的因果法則)が 客観的妥当性をもっ

ていることになる。

現象相互の時間的関係の限定のためにはこのような関係についての推論規則が必要であるということ

は、しかし、われわれが客観的継起あるいは同時存在の経験をする場合に常に現象の時間関係について
　 　 の

の既 知 の推論 規 則 の一 つ を適用 して 、意識 的 推論 を行 なっ てい るこ とを意味 して いる わけ で は ない。 む

しろ逆 に、 この種 の適 切 な規則 が未 知 で あ って も、現 象 の時 間的 関 係 につ い ての経験 が可 能 で あ るか ら

こそ、 わ れわ れは 新 しい推 論規 則 の発 見 を な し得 るの で ある。 そ して 、 カ ン トもヒュ ーム同様 、類 似 の

現 象 の恒 常 的相 伴ConStantCOnjunCtiOn(つ ま り継 起 の反 復)の 経 験 か らの み、新 しい個 別 的因果

法 則 が見 出 され得 る と考 え るの で あ る(vgl.A195一 一196=B240-241,B165,A764・ 一767=B792

-795) 。

そ れ では 、現 象 の時間 的関 係 の経験 的 限定 には この関係 につ いて の推論 規 則が必 要 で あ る とい うこ と

に よっ て、 カ ン トは ど うい うこ とを考 えて い るの で あろ うか。

「 した が って、 わ れわ れ が何 か が生 起 す る こ とを経 験 す る ときには 、常 に他 の何 らか の事 象 が先 行

し、か つ前 者は一?の 規 則 に従 って この先 行 す る事象 に継 起 す る のだ、 とい うこと を前 提 して い る」

(A195=B240,vgl.A193=B238,A198=B243)

つ ま り、 カン トが主 張 してい るこ とは、単 に次 の こ とで あ る。す なわ ちわ れ われが 現象 φ時 間 的関 係 の
.

経 験 的 限定 を(正 し くあ る いは誤 ま って)行 な う場 合 に もち合 わせ て い るそ の限定 の根 拠 は、(そ れ が既

知 で あ るか未知 で あ るか に かか わ らず)そ の場合 に適 切 な何 らか の推論 規 則 の存在 だ け で あ る とい うこ

とで あ る。 そ の よ うな規 則 が存在 しな い とす れ ば、 われ わ れは 客観 的 に或 る継起 が生 じた と主張 す る、

いか な る権 利 も もち得 な い であろ う。 しか し、 われ われ は現 にそ の よ うな 客観 的主 張 を な し得 るの で あ

る.(b)を 参 照)6

この よ うな規則 は しか し、或 る仕 方 で普遍 性 あ るい は必然 性 の観 念 を、 含 ん でい なげ れば な らな い と

a4'⑬
。 た とえばA(a)→B(a)と い う順 序 の継 起 が経 験 され た とす る 。 そ うす る と、 この場 合 に考 え られ る

前提 されて い る規則 は、 次 の こ とを含意 しなけ れ ば な らない で あろ う。す な わ ち、 「この経 験 が なされ

た際 の ような状 祝 の もとで は、Aな る状態 が与 え られ れば 、物 は必 然 的 に(=常 に どの場 合 に も)Bな

る状 態 に移行 す るで あろ う。」 い い かえれ ば、 件 の規 則 は与 え られ た個 別的 状況 の も とにお け るA(a)→

B(a)と い う現 象 の順 序 の 「必 然 性 」を含意 しなけ れ ばな らな い。 な ぜ:なら、 この こ とが そ の規 則 に よっ

て含 意 され な い とすれ ば(た とえは 「A(a)→B(a)かA(a)→C(a)の い ず れか で あ る 」とい うこ としか含意

され ない とす れぱ)、 わ れわ れ は 「A(a)→B(a)」 と判 断す る根拠 を何 も もた ない こ とに なる で あろ うか

らで あ る。 い い かえ れは 、そ'の規 則 はい わ ばわ れわ れ を強制 して 「A(a>→B(a)」 と主張 させ るほ どに、

論理 的 に強 い もので なけ れぱ な らな い ぞあ ろ う。 カソ トの言 う「原 因 の普遍 性 と必 然性 」(Al96==B

24、)の_つ の簸 臆 味 は 、 この よ うな意 味 ではk、 。か と恵 われ るas.

しか し、(A(a)→B(a)と い う継 起 の経験 の例 に即 して論 を進 め る と)こ の経験 にお いて 前提 され てい
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る規則 は 、上 の よ、うに① 「与 え られ た状況 の もとで、Aが 一与え られ れば必 然的tl〈Bが 継 起 す る 」ζい う.

こ とを、 い か々 る場合 に も含意 しな けれ はな らない わけ では な 吟。 と吟 う、の は、① と対 称 的 タ② 「-与え

られ た状況9)も と
、で・Bが 与 え ら典 盤 峠必 然的 にAが 先行 す る 」こ とを・ 含意 す る場 合 も考 え1られ るか

らで あ る。 問 題 はA(a)、B(a)と い う二 つ の現象 の間 の時 間的順 序 の決定 なの で ある か う ① 、② のい ず

れかを件の規則が含意レて籾 歌 すればよいの⑩ る・・

だ が、 カ ン トはそ の よ うに は考 え なか った。

「… 或 る出来 事 に先行 す や もの の うち に、そ れ に従 が って そ の 串来事 が常 に かつ必 然 的 に継 駕 す る
　 コ 　 　 　 　

と ころの或 る規 則 ρ制 約 が存 在 しなげ れ ば な らない・ 」(A193=耳238-239傍 点 筆者)

要 す る に カ ン ト.は、 われ われ の例 に即 して言 えぱ 、A(a)→B(a)と い う継 起 の経 験 に際 して前提 され てい

る規則 が・ 常 に上 の① を含 意 しなけ 燕越 な らない と考 え る ので-ある。 これは結 局 ・ カソ!が ④原 因 と結

果 との非 対 称性(す なわ ち原 因は結 果 を限定 す るが・ そ の逆 で絃 な い こ と) .、㊥ 結果 は原 因 に先行 し得

姐 と・餅 果関係のみが聯 理白勺)必然性を含欄 係であることを・常喉Pて 嘩 めだと

考 え られ る 。 これ らの前 提 に基 づ いて は じめて ・ カ/ ・トは塁 下 に示 す よ うな推論 を進 め る ことがで き

た の で ある。(こ れ が 「第 二 の類推 」の 中心 的議 論 にお け る第 二 の要点 を成 して い る。)た とえ ばA(a)

一B(a)と い う終 起 が経験 され る場 合
ヤ こρ順序 が(与 え られ た状況 の もとで)必 然 的 で:ある とす る何 ら

か の規 則 が存在 す る。(こ れ は既 に示 され た第 一 の要点 であ る。)し か し、 まず前 提◎ に よ り、 こ のよ

囎 則姻 果的法則で御 倣 ら軌 騨 提④と㊥あ陶 ・先行するA(a)のうちにその「規

則の制約」(つま嫌)の 原因)力稽 剛 欄
,ら如 ・いいかえれはこの規則騨 に上の①を

含意 す るよ・うな もので しか あ り得 ない 。

場上 が議論 の第 二の要 点 で あ るが、ぞ こか らすべ て の現 象(出 来 事 として の)が この よう な因果 的法

則 縦 が って い る こ と砺 す際 は・ カン トは 「第 一 の灘 」の成 果 に依拠 してい る・ す なわ 螺 体持 ・

縦 の原 則 に よ り・無 か!)の 生脚1否 定 され るが1・ζ鋸 すべ て の出来 事(=一「実 体 の状 態)が 他 の何 も

の か に維 起 す る もの でkけ れは な らな い こ とを示 して い る(注(5)参 照)。 しか 』、任 意 の継 起 が何 らか

の 因果的 法 則 に従 が う継 渥 として のみ経 験 さ.ugyる も9)で あ う 『とは ・
、議 論 の第 「お よび 第;の 要 点 が

示 して い る。 それ ゆえ 、す べて の 出来事 は 、可能 的経 験 の対象 で あ る限 りにお いて 、(個 別 的)因 果 法

⑲'則
に従 が って生.起す る,,

g)前 節 で その 要点 を指 摘 し検討 を加 斥 て きた カン トの議 論 は、実 際 には も,っと錯 綜 した もの で あ る。

そ の脚 に ・櫛 の冒頭 で言 及 したス ト㍗ ソン等 の批判 を も・招 い たρ では な い か 拷 え られ る・ ス

ト・}ソ ンは、 カ ソ トが覚知 の表 象 の順 序 の不 可逆性 か ら、 これ らξ)表象 に対応 す る客 観的 串来 事 の順

序 の不可 逆性 を推 論 してい る と解 釈す る・ そ して ・ カ ン トの推論 を 「あ きれる ほ ξ粗雑 准論 証 不足 の虚

蜘 、n・n・eq・it…f脚b聖9・ ・ssne・s」 《・flSt・ ・w・・nT1966・P・.137)と 難 る ρ で

あ るQ

し か し 、 ヌ トロ ー ソ ンの 解 釈 は 見 当 外 れ で あ る 。 な ぜ な ら、 ヌ トロ ー ソ ン が 問 題 と し て い る箇 所

(vg1.Al92-194・ ・=B237一 一239)
.Vak・け る カ ン トの 主、琴 な 論 点 は 、 次 の こ と だ と考 え られ る か らで

あ る。 す な わ ち 「私 は こ の 場 合 、 覚 知 の 主 観 的 継 起 を 現 象 の 客 観 的 継 起 か ら導 び き 出 さ ね ば 左 ら攻 い で

あ ろ う 」( .A193=・B238)と い う こ とで あ る。 この 論 点 が 示 唆す る よ う,に、 カ ソ トは こ こ で 再 び 、 「超
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越 論 的演 繹 」の議論 を展 開 しよ う乏 して い る もの と解 され る。 つま り覚 知 におい て総 合 され て い る 「知

覚 」表 象 が 、一個 の直観 表 象 として 統一 され るた め には、結 肩 客観 の概 念(カ テ ゴ リー)め 適 用 が必要

で あ る ことを、 再 び論 証 し よ うとして い るので あ る。 しか し、 前述0)よ うに現 象 の経験 的時 間 限定 が 可

能 で あるた め の条 件 の探求 に関 わ る「経 験 の類 推 」の論 証 にお い ては 、'これは 不必 要 な手続 きで あ り、

後 者 の論 証 を無用 に複 雑 化 す る こ とに な ったの で は ないか と考 え られ るの で あ る〇一P』

h)』.以上 の よ うに して論 証 され たL般 因果律 の性 格 に関 しそ 、.二つ の重要 な点 を指摘 してお きたい。 そ

れ らの点 は カン トの 認 識論 の特 徴 的 な一面 を浮彫 りにす るで あろ う。

'まず第』 に
、上 の検 討 か ら明 らかな よ うに、 ガ ソ トは、 「客観 的継 起 の経験 に際 しては常 に何 らか の

個 別的 因果 法 則 が前 提 され てい なけ れば な らな い 」こ とを核心 的 宏手 がか りとして 、一般 因 果律 を導 び

.き 出 した
。.しか し、 その際 、 こ め個別 的 因果 法 則-がわれ われ に知 られ てい るb否 か、 あ るいは将 来 にお

いて知 られ るべ き もの か否 か とい う こ と:すら、一般 函 果律 あ論 証 そ の もの には、 何 の関 わ り ももたな か

った ので あ る。 した が って、 一般 因果 律 の妥 当性 の主 張 は、 カ ン トにお い ては1自 然 ゐ うちに鋤 く個 々

の因果 法則 が何 らか の程度 わ れわ れ に知 られな け れは な らない 、 とい うこ とを含 意 し攻い。 い い かえ れ

ば 、一般 因 果律 が 妥当 す るか否 か とい う問短 は、 自然 が どの程 度 の規 則性 あ るい は秩 序 を示 す か とい う

蘭 とは、全 く無関係であ識 儲 はカントに紳 そは、カテゴリーではなく、理牌 念に関わる問

題 で あ'る6:`!・

"9E二 に、 「第 二 の類推 」に滋 け る因 果律 の証 明 ヵ1ミ、 「原 則 の分析論 」にお い て果 す べ'き役割 な 、次 の

点 に あっ た(c)を 参 照)。 』すkわ ち 、原函性 の図 式 に よっ ての み、現 象 め継 起 に蘭 しで経 験的 時 間限定
　 　 　 　 コ

が町 能 で ある ことを示 す こ と、'そしてそ れ を通 して、 この図式 がま さ に、彼言 的判 断 の形 式 に 由来す る

'ヵ易 ゴ リーの適 用態 た他 な らない こと を確証 す る ととに あ
った♂ このヒ と の確証 は、逆 に一般 因 果律 に

とって は、次 の よ うな意 味 をも ろてい る6ナ なわ ち、 この原 理 が絢 晦 圭 商 庭ゐみ 嵐÷ ち原 理 セあ る こ と

が、 明 らかに な るの で ある。換 言 す れば 、一 方 で一般 因果 律 は 、主観 が 自然 に対 して先 天 的 に 「投 げ 入

れ 」、そ れ に よ って は じめ て 自然 一二般 を成 り立た せ る原理 であ る。そ れ ゆえ 、 自然 は この原理 に従 がわ

な い わけ には ゆ か 液い。 しか し他 方、 判断 主観 が判 断主 観 であ る限 りに澄 い で、 それ は この原 理 を 「投

げ 入 れ 」ない わ げに はゆ か ない。 一離 因果律Qこ の よ うな性格 は 、経 験 的実在 論 が超越 論 的観 念論 で あ

ち ざる を得 ず 、そ の逆 で もなけ れば な らない こ とを如 実 に示 して もい るめ であ る。

,;(未 完)

(注)-盲

(1)以 下 「批 判 」と省略 す る。 引用 の仕方 は逓 常 の とお・り、 原 著第一 版(A版)お よび第二版(B版)

の頁 付 に よ る。 一

(2)Reck友 どは次 の ように言6て い 為ほ とzあ る。 「 カ ソ トの ヒュー ムに対 ま る解 答 は どの よ うな

もので あ ったの か。 ほ ぼ土 世紀 の後 になお 亡 の問題 が論 じ られ なけ 牙しば な らな い こ とはく相 変 わ

らず哲牽 界 に と って 一6の 幽薪 。・レ ダ・・であ る。」Reek.、9781?.130

(3)cf.Strawsori,1966,PAo133-140
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(4)

(5)

(s)

(7)

(8)

(9)

⑩

⑪

⑫

⑬

類 似 の 見 解 を と る も の にSuchting,:Kant/sSecondA .nalogyofExperience(in
●

一Becked・1969・PP・323-340)が あ る。

cf.K:empSmith,1918.pp.371-377

Paton・1936,PP・224-225

:Ewing,1924,pp.73-86

「継起 」とは、 カ ン トにお い ては 「物 の あ る と きに知 け る状 態 がそ れ以 前 の と きに知 け る状 態 の

反 対 で あ る こ と 」(B233)、 す なわ ちょ り正 確 に言 え ば、 同一 の事 物 の或 る状 態 か ら(論 理的

に相容 れな い)他 の状態 へ の、 時間 的 に切 れ 目の な い推移 あ る いは変 化 を意 味す る。 この規定 に

お い て も、 ーまた次 に示す 重要 な命 題 に お いて も、 カ ン トは 「第 一 の類 推 」(実 体持 続 性 の原 則)

を前提 して い る。(つ'ま り、 カン トが考 え た現 象 の継起 のモ デ ルは、 い わば ライ プ ニ ッ ソ的 な の

であ る。)そ の重 要 な命 題 とは 、 「空虚 な時 間 に継 起 す る現 実… ・・は、 空虚 な時 間 そ の もの と同

様 に、 覚知 され得 ない 」(A191一 一一192=B237)と い うもの で あ る。す なわ ち カン トは 、可能 的

経験 の対 象(現 象)は す べ て他 の何 か に継 起 す る もの で なけ れば な らな い、 と考 え てい る ので あ

る 。

　 　

カン トは この よ うに明確 に:、直観 の統 一 す なわ ち空 間お よび時 間 の統一 を、 われ わ れの 客観的 認

識 の成 立 のた め の独 立 の一 契機 として認 め てい る。 それ ゆ え 先 まわ りして言 え ば'一 「経験

の類 推 」の諸 議論 を、(ラ イプニ ッ ソのそ れ の よ うな)時 間本 性 に関 す る因果 説causaltheo

ryoftimeと 解 釈 す る こ.とは、不 可能 と思 わ れ る。cf.Brittan,Jr.1978,pp.17p-179

お)よ乙sSllchting・oP・cit・(inBecked・1969)PP・338-340

この よ うな時 間限定 は勿論 、経 験 的 には実 現 不 可能 な理念 的 性格 の もの であ る。 しか し、 自然 の

中 に見 出 され る周期 的 現 象 を機 縁 と して行 なわ れ る経 験 的 時 間限定 は、常 に この よ うな理 念 を基

礎 と.するこ とに よ っての み可 能 であ る、 とカ ン トは考 え るの で あ る。

それ ど ころか 、そ れは カ ン トの認 識論 にお い て は、 内的 直観 の形 乖 で あ る。

均 ン トは 「知覚 」とい う語 を多義 的 に用 い てい る。 た とえばB2.33に お い て、 「私 は現 象 が継 起

す る こ とを・・… 知覚 す る 」と言 わ れ る場 合 に は、 明 らかに通 常 の 「知 覚 的経 験 」の意味 での 「知

覚 」で あ る。
　 　 　 　 　 　 の リ ロ 　 　 の 　 　

カ ン トの この よ うな考 えは 、 「一瞬 間 に含 ま れ た もの と しては 、い かkる 表 象 も絶 対的 一abso-

luteEinheit以 外 の もの では あ り得 攻い 」(A99)と い う「知覚 」に関 す る原 子論 の帰 結 で

あ る。

た と,えぱMelnick,1973pp.85,88

Ewing,1924pl).82一 一6

vg1・.A207=B252A皿t.ま たMelnick,1973.pp.89-90を も参照 。、

勿論 カン トの考 えに従 がえぱ 、 この よ うな物 の モ ナ ド的性 質 さえ 、 「知覚 」だけ に よって知 られ

る こ とは で きない。 しか し、 この よ うな性 質 の認 識 に関 して は 、 「知 覚 」がそ の手 が か りを与 え

て い る と言 うことは で き るで あろ う。(「 知覚 の 予料 」の節 を参 照。)

この こ とは 、規 則 そ の もの が普遍 的法 則 で あ るか確 率論 的法 則 であ るか とい う問 題 とは 関 わ りが

な い。
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⑭

⑮

⑯

㈲

⑱

(19)

⑳

カン トの モデ ルに従 が っ て、一 つ の物(a)の 状 態 の継 起 を例 に どる。注(5)参照 。

この段落 に関 して は、Melnick,1973,pp;130-1351を 参 照 。

カン トの規定 では 、 「原 因 」とは 「それ が任意 に定 立 され る場 合 に㌔ 常 に他 の何 か がそ れ に継 起

す る と ころ の実 在的:なもの 」(A144-B183「 原 因性 の図式 」)で あゐ 。 この よ『うk「 原 因 」概

念 を カソ トが保持 して い た こ とが 、 「第 二 の類 推.」と「第 三 の類推 コ と力別個 に取 り扱 かわ れ る

こ とに な った主 な理 由で もあ る と考 え られ る ・ ・ 巨,

カ ン トは先行 す る出来事(A(a)')を 、後 続 す る 出来事.(・B〈a))の 原 因・と言 ってい るわけ では な い。

単 に前者(お よび それ を と りま く状 況)の うち・に、後 者 の原 因 が 存在 しなけれ は 友 らな い と言 っ

て い るの で ある。原 因 と結果 の同 時存在 に関 する カ ソ トの考 察(,A・202一 一t-204=B247-249)

は、 この こ とを明 らか にす る た めに行 な われ た もの と も考 え るこ とがで きる。

これ らの前提(④.㊥.◎.)が 正 当 な もので あ るか否 か、 ある いは カソ トの望 んだ結論 一 自然

.a)汎逓的 合法 則性 一 を導 出す るの に必 要k前 提 か否 かに つい・ては ごヒ とでは 立 ち入6て 論 じな

い。cf.Melnick,1973,pp.89-94

「第 二 の類推 」の節 の第13-15段 落(B版 にお け る)に お いて 、 カ ソ トが 因果律 の証 明 の た

め の独 立4)議 論 を示 してい る、 とい解 釈 が多 くの註 釈 家 に よ って行 なわ れて い る。cf.Kemp

Smith,1918,pp.363,375:Ewing,1924,pp.73-76:Paton,vol.2pp.253一 一257

etc.確 か に一 見 した とこ ろでは、 この箇 所 で カン トは時 間 そ の もの の本 性(不 可逆性 、連続 性)

を論 拠 として、 因果 律 を導 び き出そ うと してい る よ うに見 え る。 しか し私 見 では 、 カソ トは単 に

こ こで 「現 象 が ・… 時 間そ の もの と合 致 し 」駁け れば 左 らな い こ と(A199一 一200==B245)、 つ

'まり現 象 の経 験 的時 間限 定(二 客 観的 時間 関 係 の経 験)が
、 カテ ゴ リーに よ る自然統 一 に だけ で

な く、時 間 の先 天 的統一 す な わ ち汎通 的先 天的 時 間限 定 に も、従 が わね ば な らない こ とを強調 し
　 　

て い るの で ある。 しか し、 この こ とを証 明す る ため には 、d)～f)に お い て考察 して きた よ うk、

現 象 相互 の時間 関係 の経 験 的限 定 がい か に して 可能 か、 とい う問 題 につ いて の吟 味検 討 を経 な け

れば な らない ので あ る。

cf.Paton,1936,vol.2.pp。275-278

vgl.A653一 一654=・B681一 一682(「 われ わ れ は 〔自然 の同種 性Gleichardgkeitの 〕程度

に つい て は、先 天的 に限 定 す る こ とは で きない。」 つ'まり、 自然 の 中で働 い てい る因果 連 関 は、

いわば 複雑 す ぎて、 われ わ れに は見 出 し得 ない か も知 れ ないの で あ る。)
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  In der "Einleitung I der zweiten Ausgabe" ist nun das "a priori" als das, "was unser eigenes Er-

kenntnisvermogen aus sich selbst hergibt" d.h. als Subjektivitat bestimmt. 

  Wir miissen auf diesen Unterschied aufinerken. Denn erst wenn das "a priori" diese beiden 

Bestimmungen hat, rechtfertigt sich Kants transzendentaler Idealismus. 

  Wo ist die Verbindung der beiden Bestimmungen bewiesen ? 

  Meiner Meinung nach versucht Kant diese Verbindung in der "Einleitung II" zu beweisen, wo er 

Notwendigkeit und Allgemeinheit als Merkmale des "a priori" bestimmt. Die.se Beweisfiihrung 

scheint mir der Kern der Beweisfiihrungen des transzendentalen Idealismus. Meine kritische 

Betrachtung richtet sich also darauf. 

  

.Nun, darin behauptet Kant, da13 Erfahrung uns keine Notwendigkeit lehrt. Aber diese Behaupt-

ung ist niemals selbstverstandlich. Es ist denkbar genug, daft such die durch Induktion gewon-

nenen, d.h. empirischen. Urteilen, wenn sie bisher ohne Ausnahme Geltung gehabt haben, wirklich 

die absolute Notwendigkeit haben, obwohl wir uns dessen nicht vergewissern konnen. Theoretisch, 

da13 wir uns dessen nicht vergewissern konnen, ist nicht identisch damit, daf3 das an sich unmoglich 

ist. Die Identifizierung beider hat keinen Grund. 

. Die obige Untersuchung lehrt- uns also, daft Kant dem "a priori" jene beiden Bestimmungen, 
d.h. logische Prioritat und Subjektivitat nicht geben kann. 

  SchliefMich konnen wir (oder wenigstens ich) den theoretischen Grund seines transzendentalen 

Idealismus nicht anerkennen. N

Some Comments on Kant's `Second Analogy' 

                            by Tadashi Mino

  This paper is to give, in a somewhat informal manner, some critical reexaminations on so called 

Kant's reply to Hume: Kant's proof of the general principle of causality, contained in `Second 

Analogy' of the first Critique. 

  First, the exact place that section has in the whole Transcendental Analytic is explicated. In 

my view, the objective validity of the Categories are fully established in the Transcendental De-

duction; after this being done, the Second Analogy (like all the other sections in `the System of all 

the Principles of the pure Understanding') is concerned solely with justifying the theory of the 

Schematism of the Categories, which is to explain how the latter can be applied to phenomena. 

The justification is done by showing that experience (empirical time-determination) is only possible 

by means of some transcendental schema; showing this comes down to confirming that the trans-

cendental schemata as they are formulated by Kant are really the applied Categories derived from 

the forms of judgment.
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  Secondly, an attempt at proper reconstruction of the argument in the Second Analogy is made. 

Its starting premise, -which is a result of the Transcendental Deduction, is that it is possible to 

determine empirically objective temporal relations of phenomena. But it depends heavily upon 

some further presuppositions, 1) those concerning the nature of our ̀ perceptions' and 2) those 
concerning the notion of ̀ cause' or `causality'. To begin with, by 1). Kant denies the perceptivility 

of temporal relations between any two phenomena either vis-a-vis the absolute time or vis-a-vis one 

another. This means that no successive sequence of perceptual representations, however long, 

could provide us with any information about objective temporal relations among phenomena. It 

follows from this that whenever an objective succession of phenomena is experienced (i.e. the ob-

jective temporal relation between them is empirically determined as succesive), some (particular 
inferential) rule concerning their time-relation must be presupposed to obtain in that situation. 

Then, from this, Kant infers that such a rule must be a particular causal law, according to 2): i.e. 

that every non-logical necessary connection is a causal one, that cause cannot be preceded by 

effect and that causal relation is asymmetrical. As a result of this reconstrucion, it is shown that 
Kant's argument is logically sound, if only those presuppositions mentioned above be accepted. 

  Thirdly, some important implications of the argument of the Second Analogy are pointed out. 

The first point is that this argument shows nothing about cognizability of those particular causal 

laws presupposed to obtain in the objects themselves. That is, the objective validity of the general 

principle of causality does not imply at all that there is any amount of regularity or order shown 
in nature. The second point is that the Second Analogy establishes that the principle of causality 

is one of those formal principles belonging to the judging subject alone (i.e. ̀ thrown in' or 'im-

posed' a priori by this subject). This is obvious from the place of the Analogies in the Transcen-
dental Analytic explained above. 

  (Because of lack of space, I should like to discuss on another occasion whether and why those 

presuppositions of Kant's argument pointed out above are unacceptable.)

Modes and a Paradox of Actual Entity

by Koichi Takeda

  Many people have considered Whitehead's metaphysics as difficult and paradoxical. Recently, 

Wallack showed that many paradoxical expressions in Whitehead's metaphysics were not genuine 

contradictions but knowable. 

  I think, however, Whitehead's metaphysics still has a contradiction. It arises from incoherence 

between actuality and final cause in actual entity. Actuality is the completeness of a process of 

actual entity. Final cause is the controller of a process of actual entity. However, a process con-
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